
特記事項調書_片府田試験池 
（第１版） 

水産試験場片府田試験池について特に定めることは次のとおり。 
 
１ 設置候補スペース 
・地下に集排水管が埋設されている区画への設置は認められない。詳細は別紙２のとおり。 
 
２ スケジュール 
・停電を伴う工事等は、気温と水温が低下する 11 月以降とすること。１日当たりの停電時

間は４時間を上限とし、それ以上の停電が必要な場合は仮設電源等により給排水ポンプ
等の稼働を継続すること。なお、試験池に圧縮空気を供給するブロワの停止は認められな
い。 

 
３ その他 
・周辺が農地のため、防草シートの設置又は定期的な草刈りを行う等適切な施設管理、雑草

防除を行うこと。なお、魚類をはじめとする水生生物の飼育及び試験を行っていることか
ら、除草剤等の薬剤の使用は認められない。 

・防疫上、試験池付近への立入りは認められない。 


